
保険対象となる範囲と経年劣化による損害について
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保険をお支払する主な事由
・構造耐力上主要な部分が基本的な耐力性能を満たさない場合

・雨水の浸入を防止する部分が防水性能を満たさない場合
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屋根の葺材の下に雨水が浸入し、アスファ
ルトルーフィングの施工瑕疵の部分から
室内側に浸入

透湿防水シートの施工の瑕疵
があり、通気層に浸入した
雨水が室内側に浸入

保険
対象外

基礎の瑕疵に
よる不同沈下

通気層に雨水が浸入したが、
透湿防水シートを伝わって、
外部に排出される

屋根の葺材の下に雨水が浸入したが、
アスファルトルーフィングや樋を伝って
外部に排出される

保険金支払いの可否に係る損害例

買主のみなさまへ

まもりすまい既存住宅保険は、既存住宅の基本構造部分（構造耐力上必要な部分および雨水の浸入を防止
する部分）に起因する一定の不具合が発生した場合、補修費用をまかなうための保険です。

劣化事象等の状況や、雨漏れがないかなどを目視計測による調査を行います。

検査は保険加入の可否について確認するものです。検査に合格した場合でも、劣化事象等が
ないことや、劣化事象等が保険期間中に進行しないことを保証するものではありません。

劣化事象等が確認され、検査不合格となった場合、補修が必要です。

【宅建業者売主型】／【仲介業者保証型】／【検査機関保証型】

保険加入のためには？
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経年劣化に該当するかは以下の事項などを確認して判断します。

□ 損害の原因となった箇所の状態　　　　　□ 使用年数
□ メーカー等が定める標準耐用年数    　　     □ メンテナンスの状況　　　　　　　　　□ 使用環境

判断方法は、事故の原因となった箇所にひび割れ、摩耗、錆等の劣化事象が目視できるか否かによって異なります。
※上記は、一般的な判断基準を記載したものです。実際に損害を発見した場合には、直ちに保険契約者（宅建業者
    または、検査機関)にご連絡ください。

バルコニー防水の経年劣化（防水層表面の仕上材等）

地震や乾燥収縮等によるひび割れ

※材質、地域、立地条件、使用状況、メンテナンス状況により変動いたします。
※住まいのメンテナンススケジュールガイド（住宅産業協議会）をベースに作成したものです。

外壁シーリングの経年劣化

経年劣化に起因に発生した事象は対象外です

不適正な使用または維持管理による水漏れ詰まり用または維持不適正な使用不適正な使用

剥離、破断、割れ等 FPR防水トップコート等の剥離

部位 5年目 10年目 15年目 20年目 25年目 30年目


